
    

 

＜対象者＞

 町内に住所があり妊娠中から出産後 4ヶ月（双子の場合は 6ヶ月）未満の方で 

・核家族等で家族に家事や育児の支援を受けることが困難な方 

・双子を養育している方 

 

＜利用期間＞  

妊娠中から出産の翌日より 4 ヶ月（双子の場合は 6 ヶ月）の期間で、８0 時間（双子の場

合 160時間）までを限度とします。 

 

<利用時間＞ 

1日 2時間以内    

※1回１時間単位、1日２回の利用も可能です。 

例）１日２回利用の場合 ① 8：30～ 9：30 食事の片付け・洗濯など 

             ②15：30～16：30 沐浴準備・片付けなど 

 

＜利用の内容＞ 

辰野町社会福祉協議会のヘルパーが自宅にうかがい、以下のお手伝いをさせていただきます。 

・家事に関すること（食事の準備・片付け、洗濯、部屋の掃除･整頓、買い物など） 

・育児に関すること（授乳のお手伝い、おむつ交換、沐浴の準備･片付けなど） 

☆お子さんをお預かりするサービスではありません。 

 

＜利用料金＞ 

個人の負担額は 1時間当たり 500円。 

（生活保護世帯、町民税非課税世帯は申請により利用料を免除します） 

 

＜利用時間＞ 

祝祭日を除く、月曜日から金曜日、午前 8時 30分から午後 5時まで。 

 

＜利用申し込み＞ 

利用を希望される方は、事前に別紙「ママサポート事業利用申請書」を提出してください。

その後、子育て応援課より利用通知書を交付し、利用していただくようになります。 

 

※ ご不明な点等については下記までお問い合わせください。 

 
問い合わせ先 

辰野町役場 子育て応援課 母子保健係  電話：0266-41-1111 

 


